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5 2025（令和7年）

◆  5 月 の 税 務 と 労 務 5月

官報の電子化　法律の公布や会社の決算公告などが掲載される「官報」が、今年4月1日
から電子化されました。官報はこれまで、全国の官報販売所での販売などを通じて発行
される紙媒体を「正本」とし、併せてインターネット上でも公開されていましたが、4月か
らは「官報発行サイト」に掲載される電子版が正本となりました。

国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月12日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 6月2日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 6月2日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 6月2日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告�

（年3回の場合）� 6月2日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 6月2日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付� �
� 都道府県の条例で定める日
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5 月号─2

　

従
業
員
が
い
き
い
き
と
働
け
る
職

場
環
境
は
、
企
業
の
成
長
を
支
え
る

基
盤
で
す
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト（
※
）

が
高
い
企
業
で
は
、
従
業
員
の
生
産

性
が
向
上
し
、
離
職
率
が
低
い
と
い

う
結
果
が
出
て
い
ま
す
（
厚
生
労
働

省
「
働
き
や
す
い
・
働
き
が
い
の
あ

る
職
場
づ
く
り
に
関
す
る
調
査
」等
）。

　
「
働
き
が
い
」
を
感
じ
る
職
場
は
、

単
に
従
業
員
の
満
足
度
を
高
め
る
だ

け
で
な
く
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
競

争
力
の
向
上
に
も
寄
与
し
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
多
く
の
企
業
で
は
従
業
員

の
本
音
や
課
題
が
見
え
に
く
く
、
解

決
策
を
見
つ
け
る
の
が
難
し
い
と
い

う
声
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
回
は
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調

査
の
重
要
性
や
具
体
的
な
実
施
方

法
、
成
功
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

※　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
は

　
　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
は
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、「
ワ
ー
ク
エ

ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」と「
従
業
員
エ

ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
の
２
種
類
が

あ
り
ま
す
。

　
　
「
ワ
ー
ク
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」

は
、
仕
事
に
や
り
が
い
（
誇
り
）

を
感
じ
、
熱
心
に
取
り
組
み
、
仕

事
か
ら
活
力
を
得
て
い
る
状
態
を

指
し
、
個
人
と
仕
事
と
の
関
係
に

着
目
し
て
い
ま
す
。

　
　
「
従
業
員
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」

と
は
、
企
業
な
ど
の
所
属
組
織
へ

の
貢
献
意
欲
を
指
し
、
個
人
と
組

織
と
の
関
係
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

　
（
厚
生
労
働
省
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
働

き
が
い
の
あ
る
職
場
づ
く
り
の
た

め
に
」）

１　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調
査

⑴　

調
査
の
概
要

　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
は
、
従
業

員
が
仕
事
や
組
織
に
対
し
て
ど
れ
だ

け
積
極
的
に
関
わ
り
、
貢
献
し
た
い

と
感
じ
て
い
る
か
を
示
す
指
標
で
す
。

こ
れ
ら
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
企
業

は
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高

め
、
よ
り
働
き
が
い
の
あ
る
職
場
を

つ
く
る
た
め
の
改
善
策
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

仕
事
へ
の
満
足
感
が
高
い
…
自
分
の

仕
事
に
意
義
を
感
じ
、
充
実
感
を

得
て
い
る
。

組
織
へ
の
信
頼
が
強
い
…
経
営
方
針

や
職
場
環
境
に
満
足
し
、
組
織
へ

の
帰
属
意
識
が
高
い
。

キ
ャ
リ
ア
へ
の
期
待
が
持
て
る
…
昇

進
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
機
会
が
あ

り
、
将
来
に
希
望
を
持
て
る
。

⑵　

調
査
の
目
的

　

調
査
の
目
的
は
、
従
業
員
の
「
声

な
き
声
」
を
聞
き
取
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
低
い

職
場
で
は
、
次
の
よ
う
な
課
題
が
浮

き
彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

離
職
率
の
増
加
…
特
に
若
手
従
業
員

の
離
職
が
多
い
。

生
産
性
の
低
下
…
業
務
へ
の
集
中
力

や
創
造
性
が
欠
如
し
て
い
る
。

職
場
の
不
和
…
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
や
信
頼
関
係
の
欠
如
が
目

立
つ
。

　

一
方
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
高

い
職
場
で
は
、
離
職
率
が
低
下
し
、

生
産
性
や
顧
客
満
足
度
が
向
上
す
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
従
業
員
満
足
度
を
高
め
る
施

策
を
実
施
し
た
企
業
で
、
３
年
以
内

の
離
職
率
が
30
％
か
ら
15
％
に
改
善

し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

⑶　

調
査
の
実
施
方
法

　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調
査
を
実
施

す
る
際
の
具
体
的
な
ス
テ
ッ
プ
を
解

説
し
ま
す
。

①　

調
査
対
象
の
選
定

　
　

全
従
業
員
を
対
象
と
す
る
場

合
、
デ
ー
タ
の
偏
り
を
防
げ
ま
す

が
、
規
模
が
大
き
い
場
合
は
部
門

別
の
調
査
も
有
効
で
す
。

②　

調
査
項
目
の
設
定

　
　

調
査
項
目
の
設
定
例
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・　

仕
事
の
や
り
が
い

・　

上
司
や
同
僚
と
の
関
係

・　

労
働
環
境
（
勤
務
時
間
や
福

利
厚
生
）

・　

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
機
会

③　

調
査
方
法
の
選
択

エンゲージメントエンゲージメント
調査を活用した調査を活用した
働きがいのある 働きがいのある 
会社づくり会社づくり



3─ 5月号

　
　

オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト
は
手

軽
で
集
計
も
し
や
す
く
、
匿
名
性

が
確
保
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
や
フ
ォ
ー
カ
ス
グ
ル
ー

プ（
定
性
調
査
の
手
法
の
一
つ
で
、

特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
少
人
数

の
参
加
者
が
集
ま
り
、
意
見
を
交

わ
し
ま
す
。）
は
深
掘
り
調
査
に

適
し
て
い
ま
す
。

⑷　

調
査
結
果
の
分
析
と
施
策
へ
の

落
と
し
込
み

　

調
査
結
果
を
効
果
的
に
活
用
す
る

た
め
に
は
、
次
の
手
順
を
踏
ん
で
い

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

①　

デ
ー
タ
の
可
視
化

　
　

必
要
に
応
じ
て
図
や
グ
ラ
フ
を

使
い
、
回
答
を
直
感
的
に
把
握
で

き
る
形
式
で
、
分
か
り
や
す
く
整

理
し
ま
す
。

②　

課
題
の
特
定

　
　
「
上
司
へ
の
満
足
度
が
低
い
」

「
キ
ャ
リ
ア
支
援
が
不
足
し
て
い

る
」
な
ど
、
調
査
デ
ー
タ
か
ら
明

ら
か
な
問
題
点
を
洗
い
出
し
ま

す
。

③　

優
先
順
位
の
設
定

　
　

す
べ
て
の
課
題
に
一
度
に
取
り

組
む
の
で
は
な
く
、
影
響
が
大
き

い
も
の
か
ら
着
手
し
ま
す
。

④　

改
善
施
策
の
立
案

　
　

具
体
的
な
例
と
し
て
、
次
の
施

策
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

・　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
リ

モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
導
入

・　

社
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ツ
ー
ル
の
導
入

・　

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
可
視
化

２　

具
体
的
な
施
策
例

　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
向
上
さ
せ

る
た
め
に
は
、
従
業
員
一
人
ひ
と
り

が
職
場
で「
や
り
が
い
」や「
満
足
感
」

を
感
じ
ら
れ
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
具
体
的
な
施
策
例
や

効
果
は【
下
表
】を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

３　

�

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調
査
を
上
手

に
活
用
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

　

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調
査
を
効
果

的
に
行
い
、
結
果
を
職
場
改
善
に
つ

な
げ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
掲
げ
ま

す
。

①　

経
営
層
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

　
　

経
営
層
が
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

向
上
に
積
極
的
に
関
与
す
る
姿
勢

を
示
す
こ
と
が
重
要
で
す
。

②　

調
査
設
計
の
明
確
化

　
　

調
査
の
目
的
を
明
確
に
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
調
査
項
目
を
設
計

し
ま
す
。「
職
場
環
境
」「
キ
ャ
リ

ア
支
援
」「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

な
ど
、
従
業
員
が

働
き
が
い
を
感
じ

る
要
因
を
網
羅
す

る
質
問
を
設
定
し

ま
す
。

③　

匿
名
性
の
確
保

　
　

従
業
員
が
正
直

な
意
見
を
述
べ
ら

れ
る
よ
う
、
調
査

の
匿
名
性
を
確
保

す
る
こ
と
が
大
切

で
す
。

④　

共
有
と
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

　
　

調
査
結
果
を
可

視
化
し
、
従
業
員

全
体
で
共
有
し
ま

す
。
そ
の
後
、
具

体
的
な
改
善
策
を

実
行
に
移
し
、
定

期
的
に
進
捗
状
況

を
確
認
し
ま
す
。

　
　

従
業
員
の
声
が

施
策
に
反
映
さ
れ

る
と
、
さ
ら
な
る

信
頼
感
に
つ
な
が

り
や
す
く
な
る
で

し
ょ
う
。

表　エンゲージメントを向上させるための施策例
施策例 効果

キャリア
開発支援

キャリアパス制度の明確化…従業員が将来の目標を描ける
よう、昇進やスキルアップの具体的なステップを提示する。
資格取得や研修への費用補助…OJTやOFF-JTの充実を図
り、専門スキルの習得を支援する。

キャリアに対する期待がモ
チベーションを高め、離職率
の低下や生産性向上につな
がる。

柔軟な
働き方
の推進

フレックスタイム制の導入…勤務時間の柔軟化により、個々
の生活スタイルに対応する。
リモートワークの推進…通勤負担の軽減や家庭との両立を
支援する。

ワークライフバランスが改善
され、従業員のストレス軽
減と働きやすさの向上が期
待できる。

健康の
維持・
増進　

定期的な健康診断の実施…従業員の健康状態を把握し、早
期の健康問題解決を支援する。
ストレスチェックとメンタルヘルス支援…ストレス管理の
ための相談窓口を設置し、心理的負担の軽減を図る。

健康への配慮は従業員の会
社への信頼感を向上させる
とともに、パフォーマンス向
上への寄与が期待できる。

コミュニケ
ーションの
促進

定期的な1on1ミーティング…上司と従業員が定期的に対話
し、課題や希望を共有する。
社内イベントや交流の場の提供…チームビルディングや職
場の雰囲気を良くする機会を設ける。

従業員同士や上司との信頼
関係を構築し、組織全体の
連帯感強化が図れる。



5 月号─4

　近年、副業を容認する企業が増え、働き
方の選択肢が広がっています。
　厚生労働省の「モデル就業規則」が、副
業・兼業を認める内容に改定（従来は許可
なく実施することを禁止）されるなど、副業・
兼業を推進する動きが強まっています。同
省の「副業・兼業の促進に関するガイドラ
イン」によれば、副業を通じたスキルアッ
プや収入の多様化は、従業員の自己実現や、
社内では得られない知識・スキルの獲得な
どのメリットも掲げられています（同時に
留意点等にも触れられています）。
　副業容認にあたって、就業規則等の追加
や変更、労働時間の管理方法の見直しなど
を検討していくとよいでしょう。
①　禁止事項の明示
　競合他社での勤務や会社の信頼を損なう
活動を行わないよう、禁止事項の記載を検

討、見直しを行います。
記載例：「競合企業での勤務を禁止」「会社
の秘密情報を使用した業務を禁止」など。
②　副業実施の手続き
　副業を行う場合、許可制・届出制とする
のか、または事後報告でよいか等を社内で
決め、手続きを明記します。これらの手続
きを義務付けることにより、会社は従業員
の副業状況を把握することができます。
③　労働時間の管理
　労働時間の管理にも留意が必要です。前
述のガイドラインにより労働時間の通算に
も気をつけながら運用していきましょう。
④　安全配慮義務の徹底
　副業による疲労や健康問題が業務に支障
をきたさないよう、定期的なヒアリングや
体調管理の仕組みを検討します。
　副業を認めることで、従業員のスキル向
上やモチベーションアップが期待できる一方、
長時間労働の助長や企業秘密の漏洩リスク
が生じる可能性もあるため、適切な規則の
整備と管理が不可欠です。

　

令
和
７
年
４
月
か
ら
、
事
業
場
の

危
険
箇
所
に
お
け
る
安
全
対
策
が
強

化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、

事
業
者
は
自
社
の
労
働
者
に
限
ら

ず
、
一
人
親
方
や
他
社
の
作
業
員
と

い
っ
た
外
部
の
者
に
対
し
て
も
、
安

全
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
危
険
な
箇
所
へ
の

立
入
禁
止
や
火
気
使
用
の
禁
止
を
労

働
者
以
外
の
者
も
対
象
と
す
る
ほ

か
、
事
故
や
災
害
に
よ
り
労
働
者
を

退
避
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

同
じ
作
業
場
所
に
い
る
労
働
者
以
外

の
者
も
退
避
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
危
険
箇
所
等
で
例
外
的
に

作
業
を
行
わ
せ
る
労
働
者
と
同
様

に
、
作
業
の
一
部
を
請
け
負
わ
せ
る

一
人
親
方
等
に
対
し
て
も
保
護
具
等

を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

〈
労
働
安
全
衛
生
法
〉 

事
業
者
が
行
う
退
避
や

立
入
禁
止
等
の
措
置

副業容認に伴う 
就業規則等の見直し

　4月に新規学卒者や転職者を採用した場
合、1か月程度が経過すると、仕事に慣れ
始める一方で、疲れや不安が重なる時期を
迎えます。特に「五月病」と呼ばれる精神
的な不調が現れることも多く、この時期の
適切なフォローが欠かせません。
　孤立感や業務への不安を抱えたままでは、
生産性が低下し、早期離職の原因になり得
ますので、試用期間終了前の面談では、こ
れまでの業務の振り返りや、悩み事の共有
を促し、孤立感や不安を軽減する取り組み
を実施するとよいでしょう。
　職場環境や業務量が適切かどうか、社員
の声を反映した改善策を検討することも重
要です。さらに、業務の進捗や目標設定に
ついて話し合い、成長を実感できる場を設
けることで、社員のやる気を引き出す効果
が期待できます。
　このようなフォローアップは組織全体の
活性化にも寄与する大切な取り組みです。

５月の労務 ピックアップ  
 新入社員のフォローアップ


